
 

 

監査委員告示第６号 

 

 地方自治法第１９９条の規定に基づく監査結果の公表について 

 

  令和３年６月１６日 

 

                  木津川市監査委員 西井  正 

                  木津川市監査委員 柴田 はすみ 

 

定期監査結果について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、同条第１項及び第２項に規定する事

務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり公表します。 

 なお、本監査は木津川市監査基準に準拠して行ったことを申し添えます。 

 

記 

 

 １ 監査執行年月日 令和３年６月１日（火）から６月８日（火）まで 

 

 ２ 監査対象部局及び監査の対象 

   上下水道部 水道業務課 

   （１）委託料について 

   （２）シルバー人材センターとの随意契約の状況について 

   （３）税外債権に係る滞納対策と管理状況について（令和３年３月 

      末時点） 

   追加資料 

   ・シルバー人材センターとの随意契約に係る契約単価の算定方法と 

    単価設定時の交渉記録 

 

   上下水道部 水道工務課 

   （１）令和２年度工事請負等の発注状況について【調査票５】（令 

      和３年３月末時点） 

   （２）水質検査の実施状況について 

   （３）水道管（石綿管を含む）の更新整備状況について 

   追加資料 

   ・シルバー人材センターとの随意契約に係る契約単価の算定方法と 

    単価設定時の交渉記録 

 



   

  

   ・工事請負等の発注状況【調査票５】のＮｏ２０．２９．３２の工 

    事に係る契約書等の関係資料 

 

   上下水道部 下水道課 

   （１）委託料について 

   （２）基準内繰入金と基準外繰入金の状況について 

   （３）税外債権に係る滞納対策と管理状況について（令和３年３月 

      末時点） 

   （４）令和２年度工事請負等の発注状況について【調査票５】（令 

      和３年３月末時点） 

   追加資料 

   ・処理場運転管理委託料に係る契約書等関係書類 

   ・使用料徴収事務委託料に係る契約書等関係書類 

   ・加茂浄化センター高気圧中開閉器修繕に係る契約書等関係書類 

 

   議会事務局 

   （１）政務活動費収支状況について（令和２年度分） 

   （２）令和２年度随意契約の状況について【調査票３】 

   追加資料 

   ・随意契約の状況について【調査票３】のＮｏ１．２の契約書等の 

    関係資料 

 

 ３ 監査の方法 

    監査対象事項に係る内容及び執行状況等について、提出された監査資料に

基づき、閲覧方法で実施した。 

    担当職員に対する対面聴取については、新型コロナウイルス感染再拡大に

伴う緊急事態宣言が再延長されたことから書面審査とした。 

 

 ４ 監 査 結 果 

    歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の執

行について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況につい

て提出された監査資料に基づき、書類監査を実施した結果、監査を行った範

囲内において適正に処理されていた。 

    なお、以下の点について意見を述べる。 

 

 

 



   

  

  【水道業務課】 

    令和元年度から実施している通常の催告とは別の収納対策として、今年度

は、平成２８年度及び令和元年度の未納分を対象に取り組まれ、少額滞納者

に一定の成果が得られたことは評価できる。今後も、引き続き契約者が高額

滞納とならないよう適切に納入指導を行うなどの滞納対策に取り組んでい

ただきたい。 

    また、水道事業分担金については、現在の処理方法が適切か検討されたい。 

 

 

  【水道工務課】 

    工事請負等発注状況から、適正に契約処理が行われていた。引き続き工

事契約を締結する場合は、関係法令に則り適正に行われたい。 

    施設整備においては、水道ビジョンに基づき老朽管の布設替えを進めて

いる。また、平成２８年度から石綿セメント管路更新計画（５年計画）に

基づき、令和４年３月末までに石綿管の解消に努めていただきたい。 

    完成検査時に添付される産業廃棄物処理報告書類と請負業者が検査時に

提示するマニフェストの原本に相違がないか今後も引き続き確認されたい。 

    なお、水道関連施設の保守点検事業者が、特定の事業者に偏ることのな

いよう、契約に際しては、契約金額の適正性や仕様の内容等について事業

者が十分履行できるかなど、原課として適切に判断されたい。 

 

 

  【下水道課】 

    工事請負等発注状況から、適正に契約処理が行われていた。引き続き工

事契約を締結する場合は、関係法令に則り適正に行われたい。 

    税外債権である下水道使用料の滞納対策については、水道業務課と連携

して、通常の催告とは別に収納強化の取り組みを実施され、一定の効果を

得られていることから、今後も、引き続き契約者が高額滞納とならないよ

う適切に納入指導を行うなどの滞納対策に取り組んでいただきたい。 

 

 

  【議会事務局】 

    政務活動費について、関係資料を閲覧したところ、全会派及び無会派議員

は関係条例及び規則に則り適正に処理されていたことを確認した。 

    引き続き適正な処理に努められたい。 

 

 

 


